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1 R2.9.8 R2.11.6

東京のオリンピック・パラリンピック教育ウェブサイト運用及び改修業務委託プロジェクト計画書（2017
年4月1日）
東京のオリンピック・パラリンピック教育ウェブサイト運用及び改修業務委託プロジェクト計画書（2018
年4月1日）
東京のオリンピック・パラリンピック教育ウェブサイト運用及び改修業務委託プロジェクト計画書（2019
年4月1日）
東京のオリンピック・パラリンピック教育ウェブサイト運用及び改修業務委託プロジェクト計画書（2020
年4月1日）

1 1 1

【プロジェクト体制】
委託事業者に属する担当者の氏名は、個人に関する情報であり、特定の個人を
識別することができるため。（東京都情報公開条例第７条第２号）
【プロフェクトのスコープ、プロフェクト体制及びセキュリティ担保】
契約に基づき提案された内容であり、外部に明らかにする目的で作成されたも
のではなく、公にすることで事業者の知的財産やノウハウを流出させることと
なり、今後の事業者の競争上等の地位を侵害するため。（東京都情報公開条例
第７条第３号）

教育庁 指導部管理課

2 R2.9.8 R2.11.6
提案資料、審査会資料、東京都オリンピック・パラリンピック教育ウェブサイト運用及び改修業務委託
【27-20198】の履行体制図、東京都オリンピック・パラリンピック教育ウェブサイト運用及び改修業務委
託【27-20198】の事業計画書

1
・請求に係る文書は作成及び取得しておらず、存在しない
・請求に係る公文書は保存期間経過により廃棄済みで存在しないため

教育庁 指導部管理課

3 R2.9.16 R2.11.12
（１）２西支セ支第１６１号「東京都公立学校教職員に関する措置について（報告）」
（２）２西支セ支第１６２号「東京都公立学校教職員に関する措置等について（報告）」
（３）２西支セ支第１７２号「東京都公立学校教職員に関する措置について（報告）」

1 1

氏名、学校名及び措置内容は、個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することが
できることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできない
が、公にすることにより、なお個人の権利利益を害する恐れがあるもののため
（東京都情報公開条例第７条第２号）

教育庁
西部学校経営支
援センター支所
経営支援室

4 R2.9.16 R2.11.12 平成29年度和太鼓部が全国大会へ出場する際に大会事務局から深沢高校が収受した注意事項、ルール 9 1 1
大会役員の氏名については、個人に関する情報で特定の個人を識別することが
できるものであり、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあ
るため（東京都情報公開条例第７条第２号）

教育庁 都立深沢高校

5 R2.9.24 R2.11.12

（１）東京都公立小・中学校　副校長実務の手引
　　　平成31年（2019年）3月
（２）東京都公立小・週学校　副校長実務の手引
　　　令和２年３月

1 教育庁
教職員研修セン
ター研修部教育
経営課

6 R2.9.24 R2.11.10 都立高等学校副校長の手引 1 教育庁 指導部管理課

7 R2.9.24 R2.11.23
「学校リーダー育成プログラム」「学校マネジメント講座」研修資料及び都教委と区教委間の研修に関す
る通知等

1 1 1

（１）職員個人の電子メールアドレスについては、公にすることにより業務に
関連のないメールが送信される等、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ
れがあるため（東京都情報公開条例第７条第６号）
（２）様式２「学校マネジメント講座実施状況について」（２）の２「平成３
０年度学校マネジメント講座の成果と課題について」及び様式１「令和元年度
マネジメント講座の成果と課題について」の成果と課題は、開示が前提となる
と、所属教職員の人事管理について、区市町村教育委員会が自らの率直な意見
を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ
円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため（東京都情報公開条例第７条第６
号）
（３）講師の氏名は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができる
ものであるため（東京都情報公開条例第７条第２号）

教育庁 人事部職員課

8 R2.9.24 R2.11.16 「適正な教育課程の管理に向けた研修会」資料 1 教育庁 指導部管理課

9 R2.10.1 R2.11.30

・令和２年度都立高等学校図書館管理業務委託（単価契約）総合評価に係る提案書（(株)エースシステ
ム）
・令和２年度都立高等学校図書館管理業務委託（単価契約）総合評価に係る提案書（(株)秀光）
・令和２年度都立高等学校図書館管理業務委託（単価契約）総合評価に係る提案書（ナカバヤシ(株)）
・令和２年度都立高等学校図書館管理業務委託（単価契約）総合評価に係る提案書（光管財(株)）
・令和２年度都立高等学校図書館管理業務委託（単価契約）総合評価に係る提案書（(株)リブネット）

188 1 1 1 1

業者の社員名については、個人に関する情報で特定の個人を識別することがで
きるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができ
ることとなるものを含む。）であるため。（東京都情報公開条例第７条第２号
該当）
業者の印影については、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそ
れがあるため（東京都情報公開条例第７条第４号該当）
事業者の提案については、法人その他の団体（以下「法人等」という。）に関
する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすること
により、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位そ
の他社会的な地位が損なわれると認められるため（東京都情報公開条例第７条
第３号該当）

教育庁
都立学校教育部
高等学校教育課

10 R2.10.22 R2.11.5
「「故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀の当日における弔意表明に関する都立学校及び区市町村教
育委員会からの問合せ概要」

1 教育庁 総務部総務課

11 R2.10.22 R2.11.5
政府が11月8日に実施するとしている「秋篠宮文仁（55歳。いわゆる礼宮）の”立皇嗣の礼”」の内容（校
長講話・黙祷・国旗掲揚）等について、都立学校・区市町村立教委から都教委（支援センター・多摩事務
を含む）に問い合わせや意見があったら、その記録一式。

- 1
立皇嗣宣明の儀当日における祝意奉表の実施に関する問い合わせは受けていな
いことから、文書を作成及び保有しておらず存在しないため

教育庁 総務部総務課

12 R2.10.22 R2.11.4

（１）令和２年１０月１４日付２教総総第１４９０号「「故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀の当
日における弔意表明について」
（２）令和２年１０月１３日付２教総総第１４７８号「立皇嗣宣明の儀当日における祝意奉表の実施につ
いて」

1 教育庁 総務部総務課

13 R2.10.22 R2.11.5
横田基地高校生英語ツアー実施要綱（確定版）

1 教育庁
都立武蔵村山高
等学校

14 R2.10.28 R2.11.10

・幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等につい
て（答申）【全体版】
・小学校　教育課程編成・実施・評価・改善のための基準資料
・中学校　教育課程編成・実施・評価・改善のための基準資料
・東京都立高等学校　教育課程編成基準・資料

1 教育庁 指導部管理課
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15 R2.10.29 R2.11.6
荻窪高等高校(2)体育館棟改修工事
工事設計書（別紙明細書・諸経費計算書含む）、見積比較表

36 1 教育庁
都立学校教育部
営繕課

16 R2.10.30 R2.11.10
別紙１「教科別分類表」
様式２「補助教材の使用計画書」
様式３「令和2年度使用　使用教材一覧」

1 教育庁 指導部管理課

17 R2.10.30 R2.11.10
令和２年１月１７日付３１教指管第１１６３号「令和２年度使用都立高等学校及び都立中等教育学校（後
期課程）用補助教材の使用手続きについて（通知）」

1 1

【電子メールアドレス】
職員が業務で使用する電子メールアドレスは、公にすることにより、業務と関
連のないメールが送信される等、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
があるため（東京都情報公開条例第７条第６号）

教育庁 指導部管理課

18 R2.11.10 R2.11.24 東京都立学校修繕依頼書（２８晴総高第９号―２６）添付資料一式 1 1 1

学校の施設や教室の配置等、建物内部の詳細な状況がわかる図面及び業者の印
影については、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすお
それがあるため（東京都情報公開条例第７条第４号）
業者の氏名に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるた
め（東京都情報公開条例第７条第２号）

教育庁
都立晴海総合高
等学校

19 R2.11.10 R2.11.24
１０/２７メール連絡の件

1 請求に係る公文書は現に保有しておらず、存在しないため 教育庁
都立晴海総合高
等学校

20 R2.11.10 R2.11.24
人事部勤労課（　　、　　）が平成　年　月　日に、晴海総合高等学校を訪ねて　　に行ったヒアリング
の内容、記録一式。

1 請求に係る公文書は現に保有しておらず、存在しないため 教育庁
都立晴海総合高
等学校

21 R2.11.10 R2.11.24
人事部勤労課（　　、　　）が平成　年　月　日に、晴海総合高等学校を訪ねて　　に行ったヒアリング
の内容、記録一式。

1 請求に係る公文書は現に保有しておらず、存在しないため 教育庁 人事部勤労課

22 R2.11.20 R2.11.30

(1)都立墨田工業高等学校(2)武道場天上界種電気設備工事
(2)都立墨田川高等学校(2)武道場天上その他改修工事
(3)都立墨田工業高等学校(2)武道場天上改修工事
上記(1)から(3)の工事設計書、特記仕様書、諸経費計算書

98 1 教育庁
都立学校教育部
営繕課

23 R2.11.16 R2.11.30
都立三田高等学校（2）万年塀改修工事
施工体系図

1 教育庁
都立学校教育部
営繕課


